
      
 

 
 

本
号
が
読
者
の
皆
様
に
届
く
こ
ろ
は
、
連
合
大
手
産
別
組
織
の
15

春
闘
は
決
着
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
中
・
小
組
合
の
闘
い
は
こ
れ

か
ら
が
本
番
で
す
。 

 

１
９
５
５
年
、
８
単
産
共
闘
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
春
闘
は
、
今
年

で
60
年
の
節
目
に
な
り
ま
す
。
こ
の
60
年
間
、
日
本
の
労
働
運
動
を

牽
引
し
て
き
た
春
闘
は
、
大
き
く
様
変
わ
り
し
、
連
合
に
至
っ
て
は

「
春
季
生
活
闘
争
」
に
名
称
を
変
え
て
い
ま
す
。
連
合
の
基
調
は
「
労

資
協
調
」
路
線
で
、
資
本
主
義
社
会
の
枠
内
で
の
闘
い
で
あ
り
「
春
季

生
活
闘
争
」
に
な
り
、
労
働
三
権
の
一
つ
「
ス
ト
ラ
イ
キ
権
」
を
放
棄

し
ま
す
。
だ
か
ら
「
政
府
や
経
団
連
に
賃
上
げ
を
要
請
す
る
」
行
動
と

な
り
、「
官
製
春
闘
」
な
ど
と
揶
揄
さ
れ
、
安
倍
政
権
に
馬
鹿
に
さ
れ

て
い
ま
す
。 

 
 

  

       

一
方
、
も
う
一
つ
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
全
労
協
（
全
国

労
働
組
合
連
絡
協
議
会
）
は
、「
国
民
の
暮
ら
し
の
課
題
と
、
憲
法
擁

護
の
政
治
的
課
題
を
一
体
に
し
て
、
大
幅
賃
上
げ
を
ス
ト
ラ
イ
キ
で
闘

う
」
と
の
方
針
で
す
。
こ
の
違
い
は
何
処
か
ら
来
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

『
日
本
労
働
組
合
総
評
議
会
』（
総
評
）
を
知
ら
な
い
組
合
員
も
増

え
て
い
ま
す
が
、
総
評
は
１
９
５
０
年
に
結
成
さ
れ
、
職
場
闘
争
を
基

軸
に
反
合
理
化
闘
争
を
基
調
と
し
て
闘
い
続
け
た
組
織
で
、
全
労
協
が

こ
の
運
動
を
引
き
継
ぎ
今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。
全
労
協
の
春
闘
方
針

と
、
連
合
の
方
針
を
見
れ
ば
違
い
は
明
ら
か
で
す
。
労
働
組
合
か
ら

「
反
合
理
化
闘
争
」
の
方
針
が
消
え
て
い
ま
す
が
、
60
年
の
節
目
に

相
応
し
い
春
闘
に
す
る
課
題
は
、
反
合
理
化
闘
争
の
再
構
築
以
外
に
あ

る
で
し
ょ
う
か
。 

   

ふ
さ
わ 


